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 文書分類番号 00 09 03 002 永 年 起案 平成 年  月 日 決裁 平成  年 月 日 

議 長  副 議 長   局 長  次  長  主 査  主  査  担 当 

  

文書取扱主任 

 

開催年月日 平成23年２月23日（水曜日） 開会 10時 00分 閉会13時14分 

開 催 場 所 第三委員会室 

出 席 委 員 
山木、清水、中田、山腰、水口 事 

務 

局 

中嶋事務局長 

委員外議員～窪之内、渡辺 田湯次長 

欠 席 委 員 田村 山本主査 

説 明 員 別紙のとおり 

議 件 別紙のとおり 

 

議 

 

 

 

事 

 

 

 

の 

 

 

 

概 

 

 

 

要 

  

１．請願第10号㈱農業開発公社粉飾決算に関わる告発等を求める請願書（平成23年２月２ 

  日付託） 

（１）討論 山腰委員（反対）、清水副委員長（賛成）、水口委員（反対） 

（２）採決  

 ・委員長を除く４名による採決の結果、賛成尐数（１：３）で不採択とすべきものと決定 

  した。 

 ・委員長付託事件審査報告は、第１回定例会で行うこととし、報告書の文案は、正副委員 

  長に一任することに決定した。 

２．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、すべて報告済みとした。 

（１）滝川市営住宅東町団地建替基本計画について 

（２）除排雪事業の実施状況について 

（３）平成22年度一般会計補正予算について 

（４）たきかわ冬まつりの開催報告について 

（５）平成23年度雇用交付金事業について 

（６）中空知地域職業訓練センターの施設譲渡について  

（７）滝川市観光振興計画の策定について  

（８）平成22年度一般会計補正予算について 

・滝川ふれ愛の里の運営管理に要する経費の補正 

・土地改良事業費に要する経費  

（９）平成22年度農業農村整備事業における国の追加経済対策（補正）の対応について 
 

  （10）道営土地改良事業の法手続き等に係る施行申請者について  



 

 

 

 

 

 

 

 

議 

 

 

 

 

 

 

事 

 

 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

 

 

概 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 所管事務等に対する通告質問について（清水副委員長） 

  質疑２件を次回の委員会で所管より答弁することとした。 

３．第１回定例会以降の調査事項について 

  別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

４．その他について   

  なし 

５．次回委員会の日程について 

  正副委員長に一任することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 木   昇  ○印 
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平成23年２月21日 4 

 5 

 滝川市議会議長 中 田   翼 様 6 

 7 

                                 滝川市長 田 村   弘 8 

 9 

   経済建設常任委員会への説明員の出席について 10 

 11 

 平成23年２月10日付け滝議第186号で通知のありました経済建設常任委員会への説明員の出席要求について、次 12 

の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 13 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 14 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 15 

 16 

記 17 

 18 

 滝川市長の委任を受けた者 19 

  経済部長     若 山 重 樹 20 

  経済部参事     多 田 幸 秀 21 

  経済部商工観光課長    五十嵐 千夏雄 22 

  経済部商工観光課副主幹    志 賀 久 幸 23 

  経済部商工観光課主任主事   青 木 康 男 24 

  経済部商工観光課産業観光連携室主査  前 田 昌 敏 25 

  経済部商工観光課産業観光連携室主任主事  清 水 拡 智 26 

  経済部農政課長     新 井 敏 幸 27 

  経済部農政課農業基盤整備室長   北 野 清 隆 28 

  建設部長     大 平 正 一 29 

  建設部技監     三 谷 文 彰 30 

  建設部土木課長     川 本   滋 31 

  建設部土木課副主幹    尾 崎   敦 32 

  建設部土木課主査    千 葉 一 稔 33 

  建設部土木課都市計画室長   千 葉   強 34 

  建設部土木課都市計画室副主幹   湯 浅 芳 和 35 

  建設部土木課都市計画室主査   中 井 崇 敬 36 

  建設部建築住宅課副主幹    伊 藤 和 博 37 

  建設部建築住宅課副主幹    鎌 倉 幸 男 38 

  建設部建築住宅課主査    林   仁 彦 39 

  建設部建築住宅課主査    万 年 英 人 40 

 41 

 42 

                                （総務部総務課総務グループ） 43 

 44 

 45 

 46 



 

  

第３５回経済建設常任委員会 47 

H23.2.23(水 )10:00～ 48 

第 三 委 員 会 室 49 

○ 開   会 50 

   51 

○ 委員長挨拶（委員動静） 52 

 53 

 54 

１．請願第 10 号 ㈱農業開発公社粉飾決算に関わる告発等を求める請願書 55 

  （平成23年２月２日付託） 56 
 57 
（１）討論 58 

（２）採決 59 

 60 

 61 

２．所管からの報告事項について 62 

《建設部》 63 

（１）滝川市営住宅東町団地建替基本計画について             （資料） 建築住宅課 64 

（２）除排雪事業の実施状況について                 （資料） 土 木 課 65 

（３）平成22年度一般会計補正予算について                      （資料） 都市計画室       66 

 67 

《経済部》 68 

（４）たきかわ冬まつりの開催報告について                     （資料） 商工観光課 69 

（５）平成２３年度雇用交付金事業について              （資料） 商工観光課 70 

（６）中空知地域職業訓練センターの施設譲渡について         （資料） 商工観光課 71 

（７）滝川市観光振興計画の策定について               （資料） 商工観光課 72 

（８）平成22年度一般会計補正予算について 73 

・滝川ふれ愛の里の運営管理に要する経費の補正           （資料） 農 政 課 74 

 ・土地改良事業費に要する経費                        （資料） 農 政 課 75 

（９）平成22年度農業農村整備事業における国の追加経済対策（補正）の （資料） 農 政 課 76 

対応について                             77 

（10）道営土地改良事業の法手続き等に係る施行申請者について     （資料） 農 政 課 78 

 79 

 80 

３．第１回定例会以降の調査事項について 81 

 82 

４．その他について   83 

 84 

５．次回委員会の日程について 85 

 86 

○ 閉  会 87 

 88 



 

 １ 

 89 

第３５回 経済建設常任委員会 90 

H23.2.23(水)10:00～ 91 

第 三 委 員 会 室 92 

開  会 １０：００ 93 

委 員 長     委員動静報告 94 

         出席～山木、清水、中田、山腰、水口。欠席～田村。委員外議員～窪之内。プ 95 

レス空知、一般の方の傍聴を許可する。                 96 

１．請願第10号（株）農業開発公社粉飾決算に関わる告発等を求める請願書 97 

（１）討論  98 

委 員 長     前回の委員会で確認したとおり、これより請願第10号に対する討論に入る。討 99 

論はあるか。 100 

山  腰 新政会を代表して本請願の採択を否とする立場で討論する。（別紙） 101 

委 員 長 ほかにあるか。 102 

副委員長 日本共産党を代表して本請願の採択を可とする立場で討論する。（別紙） 103 

委 員 長 ほかにあるか。 104 

水  口 市民クラブを代表して本請願の採択を否とする立場で討論する。（別紙） 105 

委 員 長 これにて討論を終結する。 106 

（２）採決  107 

         これより挙手により採決する。ただいまの出席委員数は５名である。本請願を 108 

採択することに賛成の方の挙手を求める。（１：３） 109 

 挙手尐数である。よって、本請願は不採択とすべきものと決した。 110 

 委員長付託事件審査報告については、３月３日開会の第１回市議会定例会で行 111 

うこととし、報告書の文案については、正副委員長に一任いただけるか。（よし） 112 

そのように決定する。以上で本委員会に付託された請願第10号に対する審査を 113 

終了する。 114 

ここで渡辺議員を委員外議員として傍聴を許可する。若干休憩する。 115 

休  憩 １０：２０ 116 

再  開 １０：２２ 117 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開する。 118 

 ２．所管からの報告事項について 119 

委 員 長     議案関連については（３）、（５）、（６）、（８）、（９）である。議案審査になら 120 

         ないよう留意願う。（１）について説明願う。 121 

         （１）滝川市営住宅東町団地建替基本計画について 122 

三谷技監     （別紙資料に基づき説明する。） 123 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 124 

副委員長     ① 駅前団地さかえと今度建つ建物との設計の共通点や違いについて、基本的 125 

に今後の設計はどう考えているかについて伺う。 126 

② 老人特定目的住宅については非常に大きな評価をしたい。これは現在の見 127 

晴団地の特定目的と同じように、夜間に警備員が常駐してインターホンでつな 128 

がる体制をとられているが、それと同じような計画なのか。また、３棟で１Ｌ 129 

が39戸ということだが、先ほどの説明では 13戸をという表現だったと思う。 130 

それは１棟目だけであり、２棟目、３棟目も１Ｌについては老人特定目的住宅 131 

とするのか伺う。 132 



 

 ２ 

③ 説明会について、緑町団地まで含めていつごろ行われるのか伺う。 133 

④ この78戸ということは、緑町団地の現在の入居者までは全部入居できると 134 

いうことだと思うが、そうすると次の東団地の建てかえ計画はどのような状況 135 

になっているのか伺う。 136 

三谷技監     ① 駅前団地との違いの件であるが、基本的にはユニバーサルデザインと考え  137 

ていて同じである。部分的な詳細についても同じである。廊下等を幅広くして 138 

住戸も車いすで使用できるように考えている。 139 

② 老人特定目的住宅ということであるが、駅前団地にも10戸つくったが駅前  140 

団地と同じ考えである。見晴団地のようにデイサービスがあって、夜見回って 141 

くれるようなサービスは考えていない。１ＬＤＫ39戸というのは東町団地全体 142 

の78戸のうち39戸を老人特定目的住宅で、61歳以上の高齢者が入居できる住 143 

宅にしたいと考えている。 144 

③ 説明会の件であるが、今年度中に緑町を対象にして、東町の１棟目から２ 145 

棟目は確実に緑町から移転になるので、23年度中に説明会を行いたいと思って 146 

いる。 147 

④ 東町は全部で 78戸つくる。現入居者は 27世帯で残りの部分は緑町から移 148 

転するが、３棟目までは緑町を入れて約20世帯ぐらい残る。それは緑町団地の 149 

建てかえで住みかえをしてもらう。平成 28年から緑町の建てかえも始まり、ま 150 

だ緑町の基本計画はできていないが、そこには主に東団地から誘導移転してい 151 

ただくことになる。今の計画でいくと緑町の建てかえ完了は平成31年になる。 152 

それまでに東団地から移転をしていただき、平成32、33年で東団地の解体をし 153 

たいと思っている。 154 

副委員長     最後に前倒しもあるということなので、32 年以降の他の団地の、開西、江南、 155 

北辰の建てかえのめどについても伺う。 156 

三谷技監     平成 20年度に渡したストック総合活用計画と変わっていない。開西団地が平成 157 

32年から工事にかかり 35年に完了する。次に江部乙江南団地が平成 37年から 158 

工事が始まり平成 40年度に完了する。東滝川団地が平成 40年度に建てかえを 159 

するよう考えている。 160 

副委員長     最後に伺うが、開西団地及び江南団地の一部にふろがついていない。このよう 161 

な団地を今後 15年以上継続するということは、公営住宅法の考え方からいうと 162 

著しくおくれることになると思う。公営住宅法の考え方ではどのように考えて 163 

いるかを伺う。 164 

三谷技監     公営住宅法の考え方では、このような老朽化したふろのない団地は早く建てか 165 

えなり、環境をよくせよということは当然ある。市としてもこういう団地は建 166 

てかえなどで解消してきたが、まだ半分ぐらいある。今は泉町団地を行ってい 167 

るが、東団地を含めて古い団地から極力許される財政状況の中で、建てかえを 168 

進めていきたいと考えている。 169 

委 員 長     他に質疑はあるか。 170 

窪之内委員外議員 ① 先ほど緑町の 20世帯が78戸の中に吸収できないで残るという話であった 171 

が、新しく入居させていないということもあるので、今の状態で 20戸残るとい 172 

うことなのか、その辺がどういう方向になるのかについて伺う。 173 

② テレビがデジタル化されたということで、塔にアンテナをつけると思うの 174 

だが、ＢＳ、ＣＳの受信可能なものが栄町団地からつけられているのかどうか 175 

伺う。 176 



 

 ３ 

三谷技監     ① 緑町団地に関しては84戸あり、現入居者が78戸ある。その方たちに対し 177 

ての 20戸という意味である。 178 

         ② デジタル放送アンテナの関係で、当市においては通常の放送のアンテナが 179 

ついており、特殊なＢＳ、ＣＳにおいては設置していない。ただし個人で設置 180 

した場合は配線できるような配管やスリーブ等を用意している。 181 

委 員 長     他に質疑はあるか。 182 

渡辺委員外議員  緑町団地のことが具体的に出てきたので伺うが、緑町に平成28年度から団地が 183 

建つので皆が残られたら困る。今後町内会長としっかり打ち合わせをしてもら 184 

いたいと思うが考えを伺う。       185 

三谷技監     当然建てかえの説明会を通して、皆さんからアンケートなどをとって自分が将 186 

来どこに行きたいかということを確かめる。もちろん町内会長にも話をして全 187 

体的な意見を聞いて進めたいと思っている。 188 

渡辺委員外議員  緑町団地を建てかえるということだが、今の段階では規模はどうなのか伺う。 189 

三谷技監     平成 20年度に示したストック総合活用計画の中で、簡単な配置図が載っている。 190 

基本的に緑町は現在 84 戸あるが東団地のほうから統合になるので、88戸予定 191 

している。１棟は東町と同じように５階建ての 40戸を建設して、残りは２階建 192 

ての公営住宅を３棟予定している。今の計画ではそのようになっているが、た 193 

だしこれは平成20年につくった計画なので平成25年度に事情が変われば見直 194 

しをして基本計画の中で変わってくることも考えられる。もっと土地を有効に 195 

使うことを考えているので変わることもある。 196 

委 員 長     他に質疑はあるか。 197 

副委員長     今の駅前団地さかえは、堆雪スペースが両サイドにあって排雪の必要がないが、 198 

啓南団地は排雪をしている。その費用というのは相当大きいのだが、ほかのス 199 

ペースに関してはどうなるのか伺う。 200 

三谷技監     東町団地は資料の２枚目を見ていただければわかると思うが、駐車場の隣に冬 201 

場の堆雪スペースを考えているが、これだけでは足りないと思う。この団地は 202 

先ほども説明したとおり高齢者が多いということから、車を持っている人が非 203 

常に尐ない。全体で半分にも満たないと思う。余ったスペースを冬の堆雪スペ 204 

ースにということも考えている。それで間に合わなければ年に１回は排雪して 205 

いただくことになる。 206 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（１）は報告済みとする。（２）について説明願う。    207 

         （２）除排雪事業の実施状況について 208 

川本課長     （別紙資料に基づき説明する。） 209 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 210 

副委員長     ① 国道が２割減という予算の中で、市として国道のことしの道路管理につい 211 

てどんな感想を持っているのか。道路事務所と意見交換をしていれば内容につ 212 

いて伺う。 213 

         ② 道路に対する雪出しあるいは歩道に雪を積む行為であるが、個人とそのス 214 

ペースで利益を得ている者とは明確に区別をするべきと思っている。きちんと 215 

お金をかけて排雪をしている商店街の皆さんと、一方では、ここは歩道だから 216 

といってそこにどんどん雪を積む業者がいて、それを放置しておくのはまずい 217 

と思うのだが、所管としてはどのように指導や対応をされているのか伺う。 218 

川本課長     ① 新雪除雪については国道にタッチして市道があるので、その辺については 219 

２割減に関係なく除雪されていたのかと思う。我々もタッチの部分については 220 



 

 ４ 

気をつけて作業をしていた。特に新雪の部分については大きく２割減が影響さ 221 

れたのかと感じたが、排雪の部分は２割減の影響があったのかと思う。従前で 222 

あれば歩道のほうを機械でかき上げて取っていた部分が若干残っていたのでは 223 

ないかと感じていた。市道については例年どおり作業を進めた状況である。 224 

         ② 苦情の関係であるが、確かに雪出しをしている業者も見られる。我々とし 225 

てもパトロールをして、出しているのを見たときには出さないように指導はし 226 

ている。夜中や朝方に作業されてわからなかった部分があって、明らかにここ 227 

に出したということがわかれば注意をして改善してもらう方向で対応している。 228 

副委員長     除排雪は道幅など地域に差が出てくる。そこのよしあしの評価はしづらいが、 229 

業者が排雪する、しないというのは明確である。地域差ではなく、業者の姿勢 230 

の問題である。市がしっかり指導をしていかなければ、苦情が来るたびに対応 231 

しているということでは弱いと思う。広報などで「雪を大量に出す業者さん、 232 

雪は排雪しましょう。しなければ指導させていただきます。」これぐらいは言う 233 

べきだと思うが行う考えについて伺う。 234 

川本課長     確かに明らかに道路に出すような除雪をしている業者はままいる。我々は市民 235 

のほうが業者に頼む場合に除雪する雪をどこに持っていくのか、排雪するのか 236 

を見極めて取り組んでいただきたいということは以前指導したことはある。よ 237 

く除雪する業者はいないかといった問い合わせがあるが、そのときには必ず最 238 

後の雪の処理まで考えた除雪をしてもらいたいという話はしている。 239 

副委員長     私はそちらのことを聞いているわけではない。個人宅を除雪する業者がどこか 240 

に押しているようなことはある。これはこれでルール化しなければならない。 241 

押す場所がなければ受けられないという丁寧な業者と、押すところがあろうと 242 

なかろうと、とにかく歩道に出すという業者もいる。私が聞いたのは、例えば 243 

開業医、自営業者、そういう経営者が自己の店舗の前の雪を横にどんと積んで 244 

いるようなケースを言っているわけでそれについて伺う。 245 

川本課長     開業医であっても事業主であっても同じなので、それについては来年に向けて 246 

そういうことがないような形で広報等も考えたいと思う。 247 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（２）は報告済みとする。（３）について説明願う。 248 

         （３）平成22年度一般会計補正予算について    249 

千葉室長     （別紙資料に基づき説明する。） 250 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 251 

副委員長     結果的にはここまで具体的になっているわけで、いつごろ完成するのか、スケ 252 

ジュールについて伺う。 253 

千葉室長     工事の工程について、完成は平成 24年２月９日とＪＲから聞いている。     254 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（３）は報告済みとする。所管入れかえにつき若干  255 

休憩する。 256 

休  憩 １１：０６ 257 

再  開 １１：１２ 258 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する。（４）について説明願う。 259 

         （４）たきかわ冬まつりの開催報告について 260 

前田主査     （別紙資料に基づき説明する。） 261 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。  262 

水  口     観光協会とそれにかかわる関係者との連携が思うようになっていないというよ 263 

うな話を耳にすることがある。市と観光協会の間でそういう部分があったか伺 264 
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う。 265 

五十嵐課長    今回の冬まつりについては、観光協会を中心に実行委員会を組織して、松原氏 266 

が会長ということで進められた。市のかかわりとしては、当初実行委員会は事 267 

務局を中心に原案をつくり、案を作成するときから実行委員会に市も参加をし 268 

て実施した。その実行委員会の中では市としての意見も言わせていただいてい 269 

るので、協力体制はとれたと思っている。 270 

水  口     かかわる関係者のほうから市に対して何か次年度に向けての要望等はあったか 271 

伺う。 272 

五十嵐課長    今回の冬まつりを運営する中で、事務局、実行委員会に参加した団体と若干の 273 

やりとりが100％できたのかというと反省する部分もあるが、３月 20日に次回 274 

の冬まつりの反省会を開催する予定になっているので、その中で反省して来年 275 

のまつりにつなげていきたいと思っている。 276 

委 員 長     他に質疑はあるか。 277 

副委員長     ① 市民も入れて 3,000人の参加だと思うが、近隣市町村以外の本当の観光客 278 

はどれくらいだったのか。特に調査もしていないように感じたのだが、テレビ、 279 

新聞報道でどれくらいだったのか伺う。 280 

         ② 駐車場のことであるが、2,200 万円かけた河川敶の大駐車場が完全に雪の 281 

壁の向こうにあり、このことについては実行委員会でどんな議論がされたのか。 282 

これにかかわって、結局某宗教団体の協力もあり駐車場は大きくわけて、図書 283 

館の裏と表、そして某団体の駐車場ということで、一体あの河川敶の駐車場は 284 

何だったのか、滝川市の２大、３大祭りの一つが全く使う気もないということ 285 

であれば、これからもそのような考え方をしなければならない。実行委員会の 286 

検討結果を伺う。 287 

         ③ シャトルバスの状況について伺う。 288 

         ④ 冬まつりについては場所も中味も、雪中綱引きのように50万円もの大賞金 289 

をかけた時代から企画等に非常に苦労されていると思う。これからもこのよう 290 

な状況で祭りがどうなっていくのか見通しについて伺う。 291 

         ⑤ 費用の面で観光協会に500万円の予算がついているが、このうち冬まつり 292 

にどのくらいかけられているのか。また、参加された団体が持ち出すようなこ 293 

とがなかったのかについて伺う。 294 

前田主査     ③ シャトルバスの運行状況であるが、会場と江部乙道の駅を結ぶということ 295 

で企画したが、実際に利用されたのは土曜日に１名だけだった。会場からラン 296 

タンフェスティバルの会場へも運行する形をとっていたが、この区間を利用さ 297 

れたのも１名だった。日曜日に関しても会場と道の駅を結ぶ区間で１名の利用 298 

があった。計３名の利用にとどまった。 299 

五十嵐課長    ① 市外からの実質観光客と呼べる方というのは、調査していないので把握し 300 

ていない。報道関係についても、テレビ等の取材についても把握していない。 301 

         ② 駐車場の関係であるが、イベントの集客見込みによって駐車場の確保を考 302 

えるが、今回の場合は近隣駐車場で十分対応できるということで、河川敶の駐 303 

車場までは必要がないのではないかということで使用しなかったと聞いている。 304 

         ④ 今後の冬まつりの見通しについては、全道雪中綱引き大会のように、全道 305 

から観光客を集めるという企画から始まって、これが昨年から取りやめになっ 306 

た。ことしはどのような形で行うかということについて、近隣には冬にパーク 307 

ゴルフをする会場がないので、冬のパークゴルフで集客をしようと企画をした。 308 
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これについても３月 20日に反省会をして今回の冬まつりの実態を確認して、次 309 

に向けてどのように外客誘致をしていくかということにつなげていきたい。 310 

         ⑤ 費用の関係であるが、観光協会で集約しているので予算は確認していない。 311 

３月 20 日に今回の報告があると思うのでその時点で協会から幾ら支出したか 312 

ということが明らかになることから、今は答えられない。参加団体の持ち出し 313 

については特になかったと聞いている。 314 

副委員長     ① 駐車場については近隣に十分な駐車場があるので必要なかったということ 315 

で、これで２年連続冬の使用はなかった。季節の半分しか使わないということ 316 

で、費用対効果がこれでほぼ評価はできるのかと思うが、年に１度使うか使わ 317 

ない駐車場に大きいお金をかけたことに経済部としての考えについて伺う。 318 

         ② 観光についての答弁は一生懸命さが感じられない。民間が一生懸命やって 319 

いるのに市が調査もしないという話になるのか。市民が頑張っているときの市 320 

の姿勢として疑問に思うが考えを伺う。 321 

五十嵐課長    ① 河川敶の駐車場については、先ほど答弁したとおりイベントを行う場合に 322 

入り込みの予想を立てて、イベントごとに駐車場の範囲を決めていくことで行 323 

ってきているので、今回の冬まつりについても十分近隣の駐車場で対応できる 324 

ということで使わなかった。足りなかった場合は当然イベントに使うことで用 325 

意したので活用していきたい。 326 

         ② 姿勢について厳しい質問があったが、観光振興計画をこの後で報告するが、 327 

この計画の策定の中でも滝川市の中に観光の入り込みデータが尐ないというの 328 

が課題になっていて、これからもイベントごとにどこから来たのか、日帰りな 329 

のかといった必要なデータについてことしの菜の花まつりから取って、今後の 330 

観光振興に役立てていこうと考えている。 331 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（４）は報告済みとする。（５）について説明願う。 332 

         （５）平成23年度雇用交付金事業について 333 

志賀副主幹    （別紙資料に基づき説明する。） 334 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 335 

副委員長     共通要件の中には、その後の継続雇用ということは記載されていないが、初め 336 

てではないのでその後の継続雇用というのはどの程度予測しているのか、強く 337 

押し出しているということについて考えを伺う。 338 

志賀副主幹    重点分野事業については、昨年９月の市議会定例会で補正予算を組み、ホーム 339 

ページ事業が初めて承認いただき、昨年10月からことし３月末で終了する予定 340 

である。重点分野については６名の雇用を更新しているが、引き続き雇用する 341 

というのは絶対条件であるので、そのような形で引き続き継続いただけるよう 342 

に委託先に働きかけている状況である。     343 

副委員長     これができる業者は、市内に５～10カ所あると思う。１年間を公的資金で出し 344 

てもらえるのであれば、開発費なしで、継続するということから言えば、プレ 345 

ゼンテーションを行う意気込みがあってもよいと思う。商品に対する理解、販 346 

路に対する理解に対して、１年間のノウハウは大きいわけであり、それを売る 347 

だけの商品がある会社となれば、ぜひ選択していただきたいと思うが考えを伺 348 

う。 349 

志賀副主幹    この魅力発信事業であるが、入札方法については、プロポーザル方式を予定し 350 

ていて、さらに、この事業については１年間ではあるがプロポーザル内容を見 351 

て、今後も続くような形の事業所を選択したいと思っている。 352 
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委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（５）は報告済みとする。（６）について説明願う。 353 

         （６）中空知地域職業訓練センターの施設譲渡について  354 

五十嵐課長    （別紙資料に基づき説明する。） 355 

          ○前回の資料請求について（別紙請求資料１及び２に基づき説明する。） 356 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 357 

副委員長     結局、国が行っていたものを中空知地域職業訓練センターで行うということに 358 

なって、それを支援する同意書ということで、特に３番目の予算、決算、負担 359 

金、大規模修繕及びその負担等について協議をする場を設ける。ここに、５市 360 

５町が参加する。これが担保ということであるが、１つはこのようになると行 361 

政として、今までは国や道が議会にかかわっていたと思う。今後は、５市５町 362 

の最も近いかかわりのある行政は、市町村になるわけである。地方自治法第243 363 

条の３第２項の規定に基づき公社と同様に議会への経営状況説明というような 364 

ことを出資金、出捐金ではないが、毎年1,400万円ほど負担金を出している。 365 

そういう点で、その他の経営状況報告に当たる施設に地方自治法上該当するか、 366 

率が低くても、できるだけ議会に報告するという流れになっていると思う。議 367 

会の報告をどのように今後考えているか伺う。 368 

五十嵐課長    同様の質問を以前にもいただいていて、そのときには、予算、決算の中で、負 369 

担金を支出するので、その中で、議論をいただきたい。今もその考えは変わっ 370 

ていない。 371 

副委員長     予算審査特別委員会が始まるが資料要求が出されたら、できる限りわかりやす 372 

い実態をこの1,400万円の負担金がどう使われるのか、どう支えられるかとい 373 

う資料を作成していただきたい。これは要望である。 374 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（６）は報告済みとする。（７）について説明願う。 375 

         （７）滝川市観光振興計画の策定について  376 

五十嵐課長    （別紙資料に基づき説明する。） 377 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 378 

副委員長     新年度に入っての大きな課題として、観光戦略の中に横綱白鵬関の活用という 379 

ものが出てくるが、菜の花まつりは出てこない。何に力を入れるのかというこ 380 

とが、これだけではわからない。横綱白鵬関に関しては現在の日本相撲協会が 381 

本場所巡業中止、場合によっては夏場所も危ういということであるが、公益法 382 

人の取り消し、ＮＨＫのテレビ中継の廃止などいろいろなことが言われている。 383 

そういう中で、横綱白鵬関に関してはどんどん進めるということではないと思 384 

う。世間の相撲に対する見方は、著しく変わっている。かなりの人が、相撲を 385 

特別扱いする必要がないと言っている。ほかのスポーツと同列に自分たちでス 386 

ポンサーを探すべきだと思う。白鵬関を観光振興計画の中での位置づけをする 387 

上で、そういう状況をどのように考えているか伺う。 388 

若山部長     今、相撲協会なり、大相撲が置かれているのは大変厳しい環境にあると思う。 389 

ただ、現状として、まだ結論が出ていない。マスコミなどではいろいろ報道さ 390 

れているが、実際に私たちの耳には、はっきりしたことはまだ届いていない。 391 

副委員長が言われるように、どのくらい大半かはわからないが、その中で考え 392 

なければならないことは、副委員長が言われたように巡業云々はやめる。相撲 393 

協会が滝川に横綱が来ることはだめということであれば受け入れなければなら 394 

ないと思っている。その点については一切出ていない。横綱白鵬関自体が八百 395 

長云々という話ではない。その中で考えると今時点では昨年同様、観光大使と 396 
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して滝川に来ていただいて務めていただきたい。また、観光大使として本当に 397 

外にピーアールしていただきたいという気持ちは継続して持っている。滝川に 398 

来ても昨年行ったような、何連勝お祝いというパーティーのようなものは自粛 399 

しなくてはいけない。直接ではないが、耳伝いに聞いている。その辺を注意し 400 

ながら行っていきたいと思っている。 401 

委 員 長     他に質疑はあるか。 402 

水  口     ① P11 に旧計画の検証についてということで、平成８年に策定されて、これ 403 

がいつまでのもので、どれだけの期間があいていて、改めて策定になっている 404 

のかについて伺う。 405 

         ② 旧計画の検証について、今回の計画に一番大きく検証を踏まえて反映され 406 

た点が、もしあればお尋ねしたい。 407 

         ③ P25 に一番わかりづらい部分であるが、観光協会の役割と市の役割をどう 408 

するか。これはずっと観光協会に職員を大勢派遣して体制を強化していたが、 409 

どういう形になっているのか見えづらい。この資料を読んでもよくわからない 410 

状況である。ここで言える観光協会と滝川市の役割の明確な役割が何なのか聞 411 

かせていただきたい。          412 

前田主査     ①② 平成８年につくられた前計画は10年間の計画であった。平成８年から平 413 

成 17 年度までということで、その期間は終了している。18年から期間が切れ 414 

て 23 年までの５年間、間があいて、23 年度から新たに５年間ということであ 415 

る。前計画についてはゾーンごとのプログラムという形のまとめ方をしていた 416 

が、今回はそれをやめて市の観光全体を考える中で、どんなことをしていく必 417 

要があるか、何が足りないのかという観点から、助言をいただきながら今回の 418 

形態にまとめさせていただいたということである。時間がない中ではあるが最 419 

終意見を会議に出席していただいている委員、アドバイザーからの最終的な意 420 

見をいただく中で、微修正を加えたものを最終版ということで、つくり上げた 421 

いと考えているところである。        422 

五十嵐課長    ③ 観光協会と市の役割分担についてであるが、過去、協会と市の一体化とい 423 

うことで職員を先方に派遣していたが、昨年より業務主事を取りやめるという 424 

ことで、職員を戻して、昨年１年間行ってみた。同じところで仕事をするのと 425 

離れてするのとではスムーズに行かない点があったので、先日も観光協会会長 426 

と経済部長以下で今後の取り進め方について協議をし、個別の役割分担をした。 427 

大まかに言えば、イベント等の実施については観光協会。ＰＲ関係、広報関係 428 

については市ということで細かく分担表にまとめて、ある程度協会、市という 429 

役割分担の協議を行った。その中で、表で分担をしてもなかなか連携が取れな 430 

いということで、月に１回、市と観光部門が集まって一体となって協議をしな 431 

がら、情報交換を進めていくことで了解をいただき、今後はそのように進めて 432 

いくよう考えている。 433 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（７）は報告済みとする。所管入れかえにつき若干  434 

休憩する。 435 

休  憩 １２：０１ 436 

再  開 １２：０３ 437 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する。（８）について説明願う。 438 

         （８）平成22年度一般会計補正予算について 439 

          ・滝川ふれ愛の里の運営管理に要する経費の補正 440 
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新井課長     （別紙資料に基づき説明する。） 441 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 442 

副委員長     ① この21年度と22年度の２年間さかのぼった電気料算出基礎の見直しによ 443 

る増額ということについて、指定管理代行施設はたくさんあるが、全体の施設 444 

の中で幾つの指定管理でこういうことが行われているのか。過去にこのような 445 

事例があるのかについて伺う。 446 

         ② 改修工事であるが、262 万 6,000 円の根拠について、改修工事に伴う営業 447 

負担ということがこれまであったのか伺う。 448 

新井課長      ① 今回の電気料高騰で調査をしたが最終的にはそういう施設はなかったと聞 449 

いている。          450 

② 過去にあるのかということについて、私は承知していない。また、262 万 451 

6,000円の根拠は、平成22年度の工事をした期間とその前年の同時期の収入を 452 

比較し、支出で落ちる分があるのでそれらの差額ということである。収益にな 453 

る部分がどれだけ落ちたかという計算をしたということである。 454 

副委員長     ① 今農政課長は電気料高騰の影響がほかの施設にはなかったと言われたが、 455 

課長が担当している施設は幾つもないわけで、施設全体にわたって調査された 456 

のかということと、もしされたのであればゼロということは絶対にあり得ない。 457 

伝習館にしてもふろを沸かしているし、すべての施設で電気代はたくさん使っ 458 

ていると思う。どんな調査をして、それぞれどんな影響が出て、ここだけこう 459 

いう措置をとるということを一覧表等で提出してもらいたい。資料要求を求め 460 

る。資料要求の内容は、指定管理施設すべてについての平成 21 年度、22年度 461 

の電気料算出基礎の見直し額による増額を考えたのと同じような電気料の調査 462 

結果値の資料を求める。 463 

         ② 改修工事というのは予算時点でわかっている話で、指定管理そのものは改 464 

修工事を行って、そこに客がいなくなるのをわかっていて予算を作成している 465 

もので、考え方がおかしい。年間額を相手方から出してきて、幾らで契約をす 466 

るかというわけで、それを当時予測できなかったというのなら別だが、当時、 467 

計画に入っていたものにこうして出してくるというのはおかしいと思う。過去 468 

に指定管理施設で、改修工事を行うことによって営業収入が減収した事例は幾 469 

つもあると思う。今回だけそういうことをするという指定管理者制度あるいは、 470 

契約制度の法的根拠を示してほしい。 471 

多田参事     法的根拠については後ほど答弁したいと思っているが、平成 22年度当初の指定 472 

管理を積算して、指定管理代行の金額の中には今回の休業試算、５月 31日から 473 

６月 11日までの12日間に及ぶ休業の部分については指定管理には加味されて 474 

いないということもあって、最終的に工事が終了して、日数が固まって休業の 475 

補償をしているというものである。建物は市の施設であり、市がみずから改修 476 

に要する工事を行ったということになっている。積算に当たっては公共維持の 477 

取得に伴う損失補償基準の規定を参考にして算出している。 478 

若山部長     通常の工事の改修によって二、三日休むことでは我々も相談にも乗らない話だ 479 

が、今回は 12日間という長い改修工事ということで、損失補償基準の規定をも 480 

とに計算した。他の施設でこれだけ大きな改修工事があったとは記憶していな 481 

いが、指定管理施設の中で調べてみると通常の休みであれば営業負担金を出す 482 

つもりはなかった。電気料の関係では、ヒートポンプを使っていて、燃料とい 483 

うよりも電気代がかかってくる施設で、そういう意味で先ほどから課長の答弁 484 



 

 １０ 

の中で、燃料代でなくて電気代でと言っている部分である。燃料代が高騰した 485 

ときに行政のほうでもそれに対する補てんをするのかということについて調査 486 

したこともある。燃料だけでなくヒートポンプを使うことで電気代が高どまり 487 

になっていることもあり、他の施設と同じく考えることはどうなのかと思う。 488 

委 員 長     資料の提出は可能か。 489 

若山部長     経済部だけでは無理なので、資料については総務部とも協議する。 490 

副委員長     確かにヒートポンプなのでそうだと思うが、そうなるとほかの施設はそれに匹 491 

敵するのが燃料である。燃料代はことし非常に高かった。21年度は比較的安か 492 

ったが、20年度も非常に高かった。21 年度、22 年度を燃料も含めて同じ基準 493 

で、すべての指定管理施設の調査結果の一覧表の提出をお願いしたい。机上配 494 

付で結構である。 495 

委 員 長     所管のほうは可能な限り机上配付でお願いする。 496 

         他に質疑はあるか。 497 

窪之内委員外議員 ① この２つの補正額について、いつどのような形で話が出されてきたのか。 498 

21、22年度の話なので、21年度の結果を見て 22年度で話が出てきてもよかっ 499 

たかと思う。市のほうは考慮してグリーンズと話し合ったわけではなくて、向 500 

こうのほうから、こうなったからこのようにしてくれという話になったのかと 501 

思うが。時期はいつだったのか伺う。 502 

         ② 改修工事については先ほどの説明で、日程的なものがわからないというこ 503 

ともあって、22年度の指定管理代行負担金では見なかった。工事が終わった時 504 

点でこれについては当初から負担するということの約束があったと答弁された 505 

のかと思うが、そうなのかどうかを確認したい。 506 

         ③ 温泉部分の休業なのだから、違った形で企業努力が必要だったわけで、当 507 

初からわかっていたことを、こういう形で持ち出してくることが、先ほど通常 508 

の二、三日の休業であればこうしたことはなかった。今回の 12日間の休業で、 509 

通常である二、三日を引いて、９日分の積算なのかということがわからない。 510 

副委員長からも積算の根拠を示してほしいとの質問があった。その部分の答弁 511 

がされていなかったのでその説明を含めてお願いしたい。 512 

多田参事     ① 指定管理について、グリーンズとして 22年度が始まった時点で、その分加 513 

味しなかったのかということだが、22年度はそういった条件下であってもグリ 514 

ーンズとして努力をしていこうと取り組んできた。正確な日にちは答えられな 515 

いが、12月の実績状況も踏まえてグリーンズから市に、指定管理代行負担金の 516 

見直しについての要請があった。 517 

         ② 改修工事については、指定管理代行負担金の考え方に近い部分もあると思 518 

っているが、工事が終了した段階でそれ以降改修による効果ということもあっ 519 

た。改修の効果がどこまで続けていけるのか、何とか 22年度内で売り上げ向上 520 

の中でプラスにしていけるのではないかといった期待も持ちながら運営してき 521 

たということもあるが、12月の経営状況の中で株式会社滝川グリーンズの中か 522 

ら費用負担について話がきた。 523 

新井課長     ③ 計算の根拠は実質９日間で前年も３日間の休業をしている。通常の部分は 524 

計算根拠には入れていない。 525 

窪之内委員外議員 指定管理施設について、他の施設でこのようなことが起きた場合、全部市とし 526 

ては法的にはこたえていかなければならないのか伺う。 527 

若山部長     営業負担金のことと思うが、経営しているところが第三セクターではないのか 528 
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という考えが頭にあったかといえばゼロではなかった。すべての施設において、 529 

今後市に反映するのかどうかというのは、経済部の中では判断できない問題で 530 

あるし、経済部でほかにも指定管理施設を持っている中で、その状況を加味し 531 

ていく考えを持っている。 532 

委 員 長     他に質疑はあるか。 533 

山  腰     説明不足だと思う。株式会社滝川グリーンズは欠損金を抱えて、累積赤字が 534 

6,000万円か 7,000万円あって、今期も 1,000万円ぐらい赤字になる。このま 535 

まで推移していけば倒産になる。そんなことを考えれば滝川市の施設だから、 536 

どこかで手を差し伸べてあげなければならないというのが本音だと思う。そう 537 

でなければ、自助努力して会社が生き残る策を考えるべきと思うが、その一端 538 

として何とか赤字を減にするために、今回求めてきたのだと思う。求めてくる 539 

根拠もゼロではない。これに類した施設もたくさんあって、原油がひどく高騰 540 

したときに市はそれなりにアフターしたと思うのだが、今回の場合は見え見え 541 

も甚だしい。職員の給料も上がらない状況だと聞いている。そんな経営状況の 542 

ところにお客も集まらない。生かすのであれば、本音を言って、これの法的根 543 

拠だの、契約だのということではなく、助けることが主なのだから、もう尐し 544 

正直に説明して皆に理解してもらえるような資料を出すべきで、所管が違うか 545 

ら資料が云々の問題ではないと思う。 546 

若山部長     山腰委員の言うとおりで、グリーンズ自体でも売り上げ向上プランなどいろい 547 

ろな対策を講じている。単独で金融機関からの借り入れも行って一生懸命やっ 548 

ている。そういった中で公共の立場で何かをしてあげることはできないかと考 549 

えたことも事実である。その中で向こうから２点のことを提案された。私たち 550 

もこれにこたえなければいけないという形で積極的にこのことについては支援 551 

しなければということである。委員の言うとおり累積赤字もあるし、今期も 552 

1,000 万円近い赤字の予測も立っている。ほかの施設に比べて、空知管内の温 553 

泉施設では 26万人という客が入っている一番の施設である。皆さんに愛されて 554 

いる施設ということで、ここで踏ん張らないとこの施設をなくすことはできな 555 

いし、第三セクターとして行っているグリーンズもなくすことはできない。他 556 

の施設は委託料で大きな額を出しているが、グリーンズは指定管理料という小 557 

さな額で一生懸命経営努力をしているということもあり、そこを加味してやら 558 

なければならないと思って補正を出させていただいた。温泉内部では料金に転 559 

嫁しようかという話も出て相談も受けたが、景気も低迷しているときに料金に 560 

転嫁することは望ましくないということでこういう事態になった。 561 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）滝川ふれ愛の里の運営管理に要する経費の補正につ 562 

いては報告済みとする。土地改良事業費に要する経費について説明願う。 563 

         ・土地改良事業費に要する経費 564 

北野室長     （別紙資料に基づき説明する。） 565 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）（８）は報告済みとする。（９）につい 566 

て説明願う。 567 

（９）平成 22年度農業農村整備事業における国の追加経済対策（補正）の対応 568 

について 569 

北野室長     （別紙資料に基づき説明する。） 570 

委 員 長     説明が終わった。質問はあるか。 571 

窪之内委員外議員 前段の報告とも関連するが、これは時限、時限できているので、年度について 572 
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も何年継続されるのかわからないのか。計画しているところは２年や３年のパ 573 

ワーアップの継続だけでは終わらない事業なわけで、その辺の見通しと、道の 574 

予算が46％の執行ということになったり、国のこういったことが出てきて、当 575 

初計画していると同じぐらいな速さで整備が進んでいくと考えられるのか、予 576 

算の関係でおくれていくと見たほうがよいのか伺う。 577 

北野室長     パワーアップ制度については平成 22年で終わるが、５年間ごとの継続になって 578 

いる。今現在、はっきりとは示されていないが、今まで３期続けて５年ごとで 579 

きたので５年ごとだと思う。予算の進捗率であるが、各年度に必要な地区の管 580 

理計画の事業費ベースでいくと、今現在は約 60％の進みぐあいになる。このま 581 

ま同じ額でいくと６年間の事業計画であるが、60％しかきていないので今の段 582 

階では10年かかると考えている。 583 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（９）は報告済みとする。（10）について説明願う。 584 

（10）道営土地改良事業の法手続き等に係る施行申請者について 585 

北野室長     （別紙資料に基づき説明する。） 586 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 587 

副委員長     残った 26 億円相当というのは今後どういうスケジュールになっていくのか伺 588 

う。 589 

北野室長     その地区を分割してそれぞれ地区が成り立つのかを検討して、今は４地区から 590 

５地区に分割せざるを得ない状況である。また、東滝川地区は次の平成 25年度 591 

に予定しているので、西南地区の分割した地区と東滝川地区も分割しなければ 592 

ならない場合もあるので、25年度には２地区の申請を予定している。 593 

副委員長     単純に国の農業農村整備事業等の予算が激減したことに伴ってこうなったとい 594 

うことはわかるのだが、これというのは土地区画改良事業の実態に影響を及ぼ 595 

さないと考えているのか、おくれるけれども何とかやって行ける、支障はある 596 

と考えているのか、現場の農業経営者はどう考えていると市は把握しているの 597 

か伺う。 598 

北野室長     通常、北海道地区で行っている事業は１地区15億円程度のものが多いが、滝川 599 

市は 20億円を超えるものが結構多い。採択されたとしても予算の枠は決まって 600 

いるので、幾ら大きい地区が設定されたとしても来るお金は尐なくなって、現 601 

状の 60％ぐらいにしかならない。もっと厳しい状況になることを踏まえて小さ 602 

い地区に分けて同じ 10 年かかるにしても採択を確実にしたいというのが道の 603 

判断である。大きい地区で採択になったとしても、10年、15年とかかる場合も 604 

あるので、小分けにして確実に地区取りをしていきたい。平成24年度に地区が 605 

突出しているということで、その部分の平準化を図りたいというのが道の意見 606 

であった。 607 

委 員 長     他に質疑はあるか。 608 

窪之内委員外議員 滝川市が施行申請者となって事務手続を進めるということであるが、空知土地 609 

改良区は施行技師なども持っているのでできるが、市はこの場合事務手続だけ 610 

で、その他は改良区が代行して行ってくれるのか。分割することによって全部 611 

が市のほうに入ってくると、市で設計したりする人材の確保もあるので大変な 612 

ことだと思うのだが、その辺は空知土地改良区とどのような任務分担をしてい 613 

くのかについて伺う。 614 

北野室長     滝川市が申請人になっても今までの作業と変わらない。あくまでも事業主体は 615 

空知土地改良区ということになる。法手続に必要な申請書に名前が載る表紙が、 616 
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15名以上の印鑑を押したものか滝川市がなるかの違いで、書類等の作成は空知 617 

土地改良区で行い、滝川市は何ら事務量がふえることはない。 618 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（10）は報告済みとする。 619 

         次に、前回の経済建設常任委員会での２件の保留分の答弁を願う。 620 

若山部長     前回の委員会で清水副委員長から今回の粉飾決算にかかわって、ある特定の方 621 

の関係で、どのような法律に該当していくのかという観点の質疑について答弁 622 

する。会社法第976条第７号に該当するという見解をした。市のほうでも、懲 623 

戒処分が出ているので、地方公務員法にも該当するというところである。善管 624 

注意義務違反がいろいろ意見の分かれるところだが、粉飾決算ということで一 625 

般論として考えても善管注意義務違反に該当していくのではないかと思われる。 626 

         この３つに該当していくのではないかと思っている。   627 

副委員長     ① 善管注意義務違反は当然であり、これが該当しないという根拠で意見が分 628 

かれるということは、善意の管理者としての注意義務があるわけであるから、 629 

粉飾決算というのは、単に数字をかえるということではない。それによって経 630 

営判断がまともにできなくなる。そういうことを考えると意見が分かれるとい 631 

うことには絶対ならないと思う。善管注意義務違反について、該当すると思う 632 

ということであるが、該当しないということの一方の意見を聞かせていただき 633 

たい。 634 

         ② 民法第709条の不法行為による損害賠償に該当すると思うが、故意または 635 

過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これ 636 

によって生じた損害を賠償する責任を負うという中味である。これは 18 期に 637 

1,100 トンを初め購入して大量に余した。ところが、在庫として 292 トンは適 638 

正在庫としてみなされた。粉飾決算したことで、19期は20期に対して、20期 639 

は21期に対して、当然経営判断を誤った。タマネギを多く買い過ぎたり、尐な 640 

く買い過ぎたりということになる。この２年間で 2,000万円以上の赤字が出て 641 

いるわけである。タマネギを腐らしたのは 630万円であるが、そこに目を奪わ 642 

れがちでそれ以外に 1,500万円以上の赤字を出しているわけである。その原因 643 

は何かというと、粉飾決算によって取締役会は正確な判断をすることが妨げら 644 

れ、不法行為によって会社経営を乱したということを考えられないかどうか伺 645 

う。 646 

若山部長     ① 結論としては、該当すると思われる。   647 

         ② 言われているのは不法行為より先に進んだ法的根拠の関係か何かがあるの 648 

かと思うが、今、粉飾決算によってタマネギの買い入れが云々ということを言 649 

われても私たちはそのような判断は今のところではしていないので、それが不 650 

法行為に当たるかどうかを直に聞かれても答弁に窮するところである。  651 

副委員長     第三セクターの指針の２に、情報開示の責任の明確化と、（１）に事業採択から 652 

現状に至る経緯としての責任。ここで、経営の責任、経営悪化の原因について 653 

明らかにするとともに、善管注意義務違反、忠実義務違反、不法行為責任等に 654 

係る損害賠償等請求等の是非も検討の上その旨明らかにする必要がある。結局、 655 

これまでの答弁では、損害賠償請求は必要ないという結論に至っているが、そ 656 

こで、善管注意義務違反は今までないと言われていたわけであるから、あると 657 

いうことになると、忠実義務違反はあるのか、不法行為責任は粉飾決算自体が 658 

不法行為なので、経営が不透明になったためにいろいろなことが取締役すら知 659 

らないと思う。20期に1,100トン購入したタマネギのうち、いつ、幾らをほか 660 
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に転売したのか伺う。また、転売の際に購入した価格と、売った価格と、そこ 661 

で輸送したときに差損が出ているのかいないのかもあわせて伺う。 662 

若山部長     善管注意義務違反、忠実義務違反、不法行為等云々について、損害があった場 663 

合の賠償という形になる。今までの私たちの範囲内では、損害がないことだけ 664 

答えたいと思う。              665 

副委員長     20期、21期に虚偽の報告がされたということは 22年第３回市議会定例会の経 666 

営報告の前段で、市長が発言されている。さらに若山部長が深くわびている。 667 

そうであれば２ページの２行目の中ほどでは虚偽であり、わびているのであれ 668 

ば、実はこうであったということをきちんと説明願いたい。 669 

委 員 長     答弁調整により若干休憩する。 670 

休  憩 １２：５８ 671 

再  開 １３：００ 672 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する。 673 

副委員長     結局、今回請願でも掲載しているように虚偽の報告がされている。この中のど 674 

こが虚偽であったかというと、文章は何も訂正されていない。議会に対する市 675 

長報告の文書の中で、19期、20期の表についての資料はいただいているので不 676 

要である。説明書きの中のどこが虚偽であったか、修正した文書を作成して資 677 

料として出していただきたい。株式会社滝川農業開発公社の資料ではなく、市 678 

長の調査権に基づく点について資料要求をしたい。      679 

若山部長     資料が手元にないので、間違いであれば直すという方向で、新しい文書になる 680 

かどうかはわからないが一度精査する。 681 

委 員 長     委員にお諮り願うが、資料要求についてよいか。 682 

山  腰     どうも話が食い違う。今、再調査をしてその報告を提出してもそもそも疑問で 683 

ある。今までの過程では議会でも委員会でも、すべてやり尽くしてきた。その 684 

結論が請願であったわけで、きょうは請願を採決したわけであり、副委員長は 685 

次から次へと疑問点を出すのであれば、小出しにしないで一度に請願のときに 686 

出せばよかったのではないか。そのたびに毎回毎回委員会で報告している。副 687 

委員長の言っている年次的にどうなのか、謝罪がどうなのか、粉飾決算をして 688 

謝罪していた。それを精査して再度謝罪するところはあるのか。 689 

委 員 長     他に質疑はあるか。 690 

副委員長     謝罪していただきたいとは言っていない。      691 

委 員 長     他に質疑はあるか。 692 

副委員長     これは、報告案として議会に出されたわけで、本来であれば、議員の発言に間  693 

違いがあったならば、訂正するわけであり、株式会社滝川農業開発公社の問題 694 

であるかは別の話として、議会運営上の問題として虚偽の文書が出されて、こ 695 

このどこが間違っていたということは、出すのが当然のことと思う。そういう 696 

ことを含んでいるということを理解いただきたい。 697 

委 員 長     副委員長から発言のあったことについて改めて精査して机上配付するかどうか 698 

         所管に伺う。            699 

若山部長     副委員長が言われた文書が手元にないので、ここではっきり申し上げられない。 700 

当時の文書を見てから回答を出したい。私たちは、議会に提出する決算報告を 701 

一字一句云々は行っていないが、当時の調査チームによって調査して結果を報 702 

告しているものは、その時期に解決したものと判断している。私たちはその段 703 

階で済んでいると認識していた。毎回、毎回、新たなものがさかのぼって出て 704 
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きて、それに対して答弁が済んだ後、また新たなものがさかのぼって出くる云々 705 

ということでは、今回は精査しなくてはいけないとしか言えない。もし、今ま 706 

での調査を行ったもので調査チームが結論を出したものと、遜色がなければ出 707 

さないという考えである。 708 

委 員 長     現時点では、出さないということか。       709 

若山部長     調査して、精査する考えである。 710 

副委員長     今回請願審査にかかわってわかったことは、長の調査権あるいは地方自治法第 711 

243条に基づく議会への経営状況報告について、実はかがみがついているだけで、 712 

全部農業開発公社からの報告を載せているだけである。これは、長の調査権に 713 

基づいてきちんと調査していれば粉飾決算を２年間も見逃すこともなかった。 714 

そういう反省をしてほしいということを言っている。本来であれば、株主総会 715 

で議案書を添付する。長の調査権に基づいて議案書を添付するというのが、分 716 

析的な目を持っていれば、市が発見することができた。そこが大きな反省点で 717 

ある。この件については、議会運営委員会であのような訂正でよかったのか、 718 

問題がないかどうかの観点で発言させていただきたい。ただ、議会に報告する 719 

ときは添付するというようなことで作成したというようなことは、チェックを 720 

していないという証拠となるので、そこは今後、改善していただきたい。 721 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）この件については報告済みとする。 722 

         ３．第１回定例会以降の調査事項について  723 

委 員 長     別紙のとおり確認してよいか。（よし）別紙調査項目のとおりとすることに決 724 

         定した。 725 

         ４．その他について 726 

委 員 長     委員から何かあるか。（なし）事務局から何かあるか。（なし） 727 

         ５．次回委員会の日程について 728 

委 員 長     次回委員会の日程については、正副委員長に一任いただくことでよいか。（よ 729 

         し）以上をもって、第 35回経済建設常任委員会を閉会する。 730 

閉 会 １３：１４ 731 

 732 
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